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Ⅰ．電子申請の流れ
屋外広告業登録電子申請の流れは以下の図のとおりです。
申請者のみなさまに行っていただくのは、

の2つの手順です。

(変更・廃業の届出の場合は のみとなります)

※入力内容に不備等があった場合には、修正や追加資料の添付を
 お願いすることがあります。

申請者 県

①手続申込（申請/届出）

②手数料の納付
③支払確認

④申請内容の確認

⑤受理

⑥登録

①手続申込 ②手数料の電子納付

①手続申込

⑦登録/受理通知

※新規・更新のみ

※新規・更新のみ

(郵送)



Ⅱ．電子申請 ①手続申込

長崎県電子申請システム(https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-

u/offer/offerList_initDisplay.action)にアクセスします。

↓

検索キーワードに「屋外」と入力し、
検索します。

↓

「〔長崎県〕屋外広告業の申請手続き」
を選択します。

↓

すでに利用者登録をされている方は
①②を入力してログインしてください。
まだ利用者登録がお済みでない方は、
③をクリックして利用者登録を行って
ください。

屋外

①

②

③

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_initDisplay.action
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_initDisplay.action


④をクリックしてファイルをダウンロード

してください。

⑤   同意する ＞ をクリックします。

※④様式ダウンロード「添付書類一式.zip」

には、

・記載要領

・役員一覧

・営業所及び業務主任者一覧

・屋外広告業の登録一覧

・誓約書（様式第14号）

・略歴書（様式第15号）

・在籍証明書（例）

・遅延理由書

が入っています。

〔長崎県〕屋外広告業の申請手続き

添付書類一式.zip

⑤

④



申込画面の案内に従い、必要情報を入力します。

【新規・更新について】

〇新規・更新登録の場合、すべての申請者情報

の入力（申請書の記載内容）が必要となります。

〇2回目以降の更新登録から、前回入力した情報

を呼び出すことが可能となり、入力が楽になりま

す。（⑥  過去の申込から入力値を自動設定する

をクリック）

【変更について】

〇変更の届出の場合は、届出書のデータを添付し

て申し込むため、次回の更新時には変更情報を

反映していません。

⑥

！注意！
矢印ボタンで戻ったり
進んだりしようとすると
エラーになります



⑦～⑯について、赤字で示している

添付対象に当てはまる場合に添付

してください。

⑦：変更届出書（様式第18号）

⑧：廃業等届出書（様式第19号）

⑨：遅延理由書

⑩：誓約書（様式第14号）

⑪：略歴書(様式第15号)

⑫：登記事項証明書

⑬：住民票抄本

⑭：業務主任者の資格を証明する

書類等の写し

⑮：業務主任者の在籍証明書

⑯：委任状

※それまでの選択等によって表示

されるものが限定され、関係する

もののみ表示されます。

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯



入力情報に間違いがないことを確認した

ら、⑲  申込む  を押して申込完了です。

⑱

⑲

→

下書保存

⑰

全ての入力が完了し、⑰ 確認へ進む >

を押すと申込確認ページへ進みます。

※入力途中でも、

⑱ 入力中のデータを保存する   で

下書き保存が可能です。

（ダウンロードフォルダに.xmlファイルが

保存されます）



手続き申込が完了すると、「申込完了通知メール」が届きます。

↓
変更・廃業の届出の方は
以上になります。
※申請内容に不備等があっ
た場合は、県から確認の連
絡がいくこともあります。

↓
県の手続きが完了しました
ら「受理通知メール」が届
きます。その後、県から受
理通知等の書類が郵送で届
きますのでお待ちください。

↓
新規・更新登録申請の方は選択した登録手数料の納付
を行ってください。

長崎県電子申請システム

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-
u/offer/offerList_initDisplay.action

（１）オンラインでの納付（電子納付）
「〔長崎県〕屋外広告業の登録手数料の納付手続き
（新規・更新のみ）」を選択し、納付手続きを行ってくだ
さい。

（２）窓口納付
申請窓口へお越しください。

（３）手数料納付書による納付
※切手を貼付した返信用封筒を申請窓口へお送りくだ
さい。

手数料の支払い確認ができ次第、新規・更新登録申請
の申込内容の確認を開始します。
手数料の支払いが完了しない限り、手続きは進みませ
んのでご注意ください。

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_initDisplay.action
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_initDisplay.action


【保存データの読み込みについて】

保存していたデータを読み込みたいときは、
一番下にある「保存データの読み込み」をクリック

↓

該当するファイルを選択して
「開く」をクリック

↓

↓
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